
【機関等名】 
 東京行政評価事務所 
 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １６９－００７３  
 所 在 地  新宿区百人町３－２８－８ 新宿地方合同庁舎  
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３３１－１７５０ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３３１－１７６１  
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/tokyo.html               
 
 
【設置根拠】 
 総務省設置法第２７条、総務省組織令第１３７条 
 
 
【所掌事務】 

(１) 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事
務の総括に関すること。  

(２) 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観
的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。  

(３)  各行政機関の業務の実施状況の評価（当該行政機関の政策についての評価を除
く。）及び監視を行うこと。  

(４) （２）の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視（（５）において「行
政評価等」という。）に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行

うこと。 
    イ 独立行政法人の業務（（２）の規定による評価に関連する場合に限る。） 
    ロ 総務省設置法第４条第１５号に規定する法人の業務 
    ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
（その資本金の２分の１以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る   

業務を行うものに限る。）の業務 
    ニ 国の委任又は補助に係る業務 
 (５)  行政評価等に関連して、（４）ニの規定による調査に該当するもののほか、地方
自治法第２条第９項第 1 号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体
の業務（各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。）の実施

状況に関し調査を行うこと。  



 (６) 各行政機関の業務、（４）に規定する業務及び（５）に規定する地方公共団体の業
務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。  

 (７) 行政相談委員に関すること。 
 
 
【管轄区域】 
  東京都 

 
 
【組織】 
                    総務課 
所  長              行政相談課 

           次  長          評価監視官 
 

 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  総務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５３３１−１７５０ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５３３１−１７６１ 



【機関等名】 

 情報通信政策研究所 

 

【所在地等】 

 郵便番号  １５３－００４１ 

 所 在 地  目黒区駒場２－１７－１２  

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４７８－１９６２ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４６５－６４０９ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.soumu.go.jp/iicp/ 

 

【設置根拠】 

 総務省組織令第１３０条 

 

【所掌事務】 

（１） 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を

行うこと 

（２） 総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事す

るため必要な研修を行うこと 

 

【組織】 

                  総務課       

           総務部      教務課 

    所 長             整備課 

              調査研究部 

          研修部 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務部総務課 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４７８－１９６２ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４６５－６４０９ 

 

【その他】 

平成１６年３月中に国分寺市へ移転の予定 



【機関等名】 
 自治大学校 
 
【所在地等】 
 郵便番号   １９０－８５８１ 
所 在 地   立川市緑町３５９１ 
 Ｔ Ｅ Ｌ   ０４２－５４０－４５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ   ０４２－５４０－４５１０ 
 Ｕ Ｒ Ｌ   http://www.soumu.go.jp/jitidai/index.htm  

 
【設置根拠】 
 総務省組織令第１２６条 
 
【所掌事務】 
 (１)  地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。  
  (２) 地方公共団体に対し、地方公務員法第３９条に規定する研修の内容及び方法に関す
る技術的助言を行うこと。  

  (３)  地方自治に関する調査及び研究を行うこと。  
  (４) 地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。  
  (５) 地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任
命権者の依頼を受けて研修を行うこと。 

 
【組織】 
               庶務課     
 校 長     副校長   教務部 
               研究部 
         部長教授  教授   
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  庶務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４７－５４０－４５００ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４７－５４０－４５１０ 
 
 



【機関等名】 
統計研修所 

 
【所在地等】 
郵便番号  １６２－８６６８ 
所 在 地  新宿区若松町１９－１ 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２７３－１２８８ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２７３－１２９２ 
Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.stat.go.jp/training/index.htm 

 
 
【設置根拠】 
総務省組織令第１２６条 

 
 
【所掌事務】 
（１） 統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。 
（２） 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。 
（３） 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。 

 
 
【組織】 

管理課 
企画課 

所長   次長    研究官室 
統計データセンター 
統計図書館 

 
 
【情報開示請求窓口】 
担当部署  統計図書館（統計相談係） 
Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２７３－１１３３ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２０３－８２６７ 

 
 



【機関等名】 
 消防大学校 
 
 
【所在地等】 
 郵便番号  １８２－８５０８  
 所 在 地  調布市深大寺東町４－３５－３ 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２２－４６－１７１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２２－４７－９１９２ 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/daigaku.html 
 
 
【設置根拠】 
 総務省組織令第１５１条 
 
 
【所掌事務】 
（１） 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団

員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。 
（２）  消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方
法に関する技術的援助を行うこと。 

 
 
【組織】 
               庶務課    
  校  長   副校長   教務部 
               調査研究部 
 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 庶務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０４２２－４６－１７１１ 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４２２－４７－９１９２ 
 
 
 


